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第９期定時株主総会招集ご通知に際しての

インターネット開示事項

第９期
（平成28年４月１日から平成29年３月31日まで）

株 式 の 状 況

新 株 予 約 権 の 状 況

重 要 な 兼 職 の 状 況

監査等委員の財務及び会計に関する相当程度の知見

社 外 役 員 に 関 す る 事 項

責 任 限 定 契 約 の 内 容 の 概 要

会 計 監 査 人 の 状 況

業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

剰余金の配当等の決定に関する方針

連 結 注 記 表

個 別 注 記 表

法令及び当社定款第15条の規定に基づき、上記の事項につきまし
て は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 上 の 当 社 ウ ェ ブ サ イ ト
（http://www.sigmaxyz.com/）に掲載することにより、株主の皆
様に提供しております。

株式会社シグマクシス

表紙
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会社の現況

1.　株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数 72,000,000株

(2) 発行済株式の総数 20,267,200株

(3) 当事業年度末の株主数 4,191名

(4) 大株主

株 主 名 持 株 数 持株比率

三 菱 商 事 株 式 会 社 6,732,000株 33.2%

株 式 会 社 イ ン タ ー ネ ッ ト イ ニ シ ア テ ィ ブ 1,980,000株 9.8%

株 式 会 社 イ ン テ ッ ク 1,980,000株 9.8%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 814,200株 4.0%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 533,500株 2.6%

資 産 管 理 サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 信 託 E 口 ） 393,600株 1.9%

野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 （ 投 信 口 ） 255,000株 1.3%

シ グ マ ク シ ス 従 業 員 持 株 会 240,100株 1.2%

倉 重 　 英 樹 199,600株 1.0%

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 146,000株 0.7%

（注）株式給付信託（J-ESOP）制度の信託財産として、資産管理サービス信託銀行株式会社（信託E口）が所

有している当社株式393,600株及び業績連動型株式報酬制度の信託財産として、日本トラスティ・サービス信

託銀行株式会社（信託口）が所有している当社株式470,500株については、連結計算書類及び計算書類におい

て自己株式として表示しております。

－ 1 －

株式に関する事項
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2.　新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日に当社役員が有する新株予約権等の状況

名称 第１回新株予約権

発行決議日 平成25年８月27日

新株予約権の数 102個

保有人数
当社取締役（社外役員を除く）

５名

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 40,800株

新株予約権の発行価額 無償

新株予約権の行使時の払込金額 357円

新株予約権の行使期間
自　平成26年８月29日
至　平成35年８月28日

新株予約権の行使の条件 （注）

（注） 新株予約権の行使の条件については、以下のとおりであります。
①新株予約権の行使に当たっては、当社の取締役又は従業員であることを要する。
但し、「新株予約権割当契約書」に記載の事由がある場合を除く。

②その他の権利行使の条件は、新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約
権の割当を受けた者との間で締結した「新株予約権割当契約書」により定めるものとす
る。

(2) 当事業年度中に当社従業員に交付した新株予約権等の状況

該当事項はございません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はございません。

－ 2 －

新株予約権等に関する事項
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3.　役員の状況

(1) 取締役の状況（平成29年３月31日現在）

氏　名 地　位 重要な兼職の状況

倉　重　英　樹 代 表 取 締 役 会 長 兼 社 長
三菱商事株式会社 顧問
株式会社アダストリア 取締役
イオンペット株式会社 取締役

富　村　隆　一 代 表 取 締 役 副 社 長
株式会社プラン・ドゥ・シー 取締役
株式会社新生銀行 取締役

清　水　照　雄 取 締 役 副 社 長

田　端　信　也 取 締 役

柴　田　憲　一 取 締 役

占　部　利　充 取 締 役
三菱商事株式会社 常務執行役員ビジネスサー
ビス部門CEO

成　田　恒　一 取 締 役
日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式
会社 代表取締役副社長

菊　池　武　志 取 締 役
株式会社インターネットイニシアティブ 専務
取締役

黛　　　文　彦 取 締 役
株式会社インテック 執行役員産業ソリューシ
ョン事業部長

角　南　文　夫 取締役（監査等委員・常勤）

畑　　　伸　郎 取締役（監査等委員・常勤）

大久保　丈　二 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）

（注）1. 当社は、平成28年６月28日開催の第８期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置

会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。これに伴い、監査役角南文夫氏、畑伸

郎氏及び大久保丈二氏は任期満了により退任し、監査等委員である取締役に就任しておりま

す。

2. 取締役占部利充氏、菊池武志氏及び黛文彦氏は、社外取締役であります。

3. 角南文夫氏、畑伸郎氏及び大久保丈二氏は、監査等委員である社外取締役であります。

4. 常勤監査等委員角南文夫氏及び畑伸郎氏は、財務及び会計部門における長年の経験があり、

財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

 監査等委員大久保丈二氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知

見を有するものであります。

5. 情報収集の充実を図り、内部統制部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監

査・監督機能を強化するために角南文夫氏及び畑伸郎氏を常勤の監査等委員として選定して

おります。

6. 監査等委員角南文夫氏及び大久保丈二氏は、東京証券取引所規則の定める独立役員として、

同取引所に対する届出を行っております。

－ 3 －

役員の状況
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(2) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人と当社との関係

・取締役占部利充氏は、三菱商事株式会社の常務執行役員であります。兼職先

は当社の発行済株式の33.2％を保有する筆頭株主であります。当社は同社に

対してコンサルティング・サービスの提供を行っております。

・取締役菊池武志氏は、株式会社インターネットイニシアティブの専務取締役

であります。兼職先は当社の発行済株式の9.8％を保有する株主であります。

・取締役黛文彦氏は、株式会社インテックの執行役員であります。兼職先は当

社の発行済株式の9.8％を保有する株主であります。

② 当事業年度における主な活動状況

（社外取締役）

氏名 取締役会における発言の状況 取締役会への出席状況

占　部　利　充
三菱商事株式会社の常務執行役員ビジネスサービス
部門CEOを務められ、企業経営を通じて培われた高度
な知識と経験に基づき、発言を行っております。

取締役会：12回中11回出席

菊　池　武　志
株式会社インターネットイニシアティブの専務取締
役を務められ、企業経営を通じて培われた高度な知識
と経験に基づき、発言を行っております。

取締役会：12回中12回出席

黛　　　文　彦
株式会社インテックの執行役員を務められ、企業経営
を通じて培われた高度な知識と経験に基づき、発言を
行っております。

取締役会：10回中10回出席

（監査等委員である社外取締役）

氏名
取締役会、監査等委員会及び監査役会

における発言の状況
取締役会等への出席状況

角　南　文　夫
代表取締役CFO並びに常勤監査役としての実務を通
じて培われた財務及び会計に関する高度な知識と
経験に基づき、発言を行っております。

取締役会：12回中12回出席
監査役会：3回中3回出席

監査等委員会：11回中11回出席

畑　　　伸　郎
常勤監査役としての実務を通じて培われた財務及
び会計に関する高度な知識と経験に基づき、発言を
行っております。

取締役会：12回中12回出席
監査役会：3回中3回出席

監査等委員会：11回中11回出席

大久保　丈　二

大手監査法人の代表社員及びコンサルティング事
業会社の常務取締役の経験を通じて、また公認会計
士として培われた高度な知識と経験に基づき、発言
を行っております。

取締役会：12回中12回出席
監査役会：3回中3回出席

監査等委員会：11回中11回出席

－ 4 －

役員の状況
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(3) 責任限定契約の内容の概要

　当社は、会社法第427条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役

（業務執行取締役等であるものを除く）の損害賠償責任を、法令の限度におい

て限定する契約を締結することができる旨を定款に定めております。

　当該定款に基づき、当社が取締役（業務執行取締役等であるものを除く）と

締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

（取締役（業務執行取締役等であるものを除く）との責任限定契約）

　本契約締結後、本役員が会社法第423条に基づき損害を賠償する責任を負う

場合において、本役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないとき

は、本役員の会社に対する責任は、会社法第425条第１項で定められる最低責

任限度額を限度とする。

－ 5 －

役員の状況
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4.　会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 会計監査人の報酬等の額

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等

25,000千円

② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

25,000千円

③ 監査等委員会が会計監査人の報酬等の額及び当該報酬に同意した理由

　監査等委員会は、会計監査人より説明を受けた「監査及び四半期レビュー

計画（平成29年３月期）」の内容、見積時間等により、その適正性、妥当性

を検証し、会計監査人の報酬等に同意いたしました。
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基

づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当

事業年度に係る会計監査人としての報酬等にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号のいずれかに該当す

ると認められる場合、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任しま

す。

　また、会計監査人が会社法第337条第３項に定める欠格事由に該当する場合の

ほか、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、効率性、指導性等を総合勘

案し、当社の会計監査人として相応しくない場合、監査等委員会は、会計監査

人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、

当該議案を株主総会に提出いたします。

－ 6 －

会計監査人に関する事項
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5.　業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

　当社が、会社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議

した事項の概要及び当該体制の運用状況は、下記のとおりであります。

(1) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　当社は、法令及び社内規程に従い、株主総会議事録、取締役会議事録、経営

会議その他重要な会議の議事録、及びその他取締役の職務執行に係る文書を適

切な状態で文書又は電磁的媒体に記録し、保存する。当社は、文書管理に関す

る規程を制定し、主管部署を置くとともに、これらの文書又は電磁的媒体の管

理・保存方法及び保存期間等について具体的に定める。

（運用状況）

　文書管理規程に従い、各種重要会議体の議事録等を適切に記録・保存した。

(2) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

　当社の業務に伴うリスクについては当社が提供するサービスに係る品質リス

ク、情報管理リスク、コンプライアンスリスク、リーガルリスク、信用リスク、

事業継続リスクに分類し、リスクごとに主管部署を定め、当該主管部署におい

てリスク管理のための方針・体制・手続を定める。新たに発生した種類のリス

クについては、速やかに主管部署を定めた上、当該主管部署において対応する。

（運用状況）

　リスク管理基本方針、リスク管理規程に従って、主管部署において対応する

とともに、経営会議等において、リスク管理実施状況の報告・協議を行った。

(3) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　取締役会で決定した毎年の事業計画に沿って各部署は当該年度の戦略及び実

行予算を策定する。

（運用状況）

　事業計画は、経営会議を経て取締役会で決議し、その内容は全社員に開示・

徹底された。経営会議において計画と実績の差異分析がレビューされ、その要

点が取締役会に報告された。経営計数予測の手法についても経営会議等にて改

善審議が継続された。

(4) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保

するための体制

① 当社は、取締役及び使用人が法令を遵守し、企業倫理に則った行動を取る企

業風土の醸成を図るため、コンプライアンス組織・運営規程及びコンプライ

アンス行動指針を制定する。

－ 7 －

内部統制体制の整備、剰余金の配当等の決定に関する方針
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② 当社は、法令遵守体制を実効性あるものとするため、取締役の中からチー

フ・コンプライアンス・オフィサーを選任し、チーフ・コンプライアンス・

オフィサーを委員長とするコンプライアンス委員会を設置する。チーフ・コ

ンプライアンス・オフィサーは、当社内におけるコンプライアンスの取り組

みを組織横断的に統括し、コンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライ

アンス・オフィサーの統括の下、取締役及び使用人に対し法令遵守意識を浸

透させるべく、コンプライアンス組織・運営規程及びコンプライアンス行動

指針の周知徹底及び実施のため、研修の定期的実施等の活動を推進、管理す

る。

③ 当社は、公益通報制度に関する運用規程を制定するとともに、これに基づい

て、法令違反又はコンプライアンス組織・運営規程もしくはコンプライアン

ス行動指針に照らして疑義がある行為・事実について、使用人等が当社に対

して直接情報提供する手段として、社内相談窓口及び社外相談窓口を設置し

て、公益通報制度を整備する。

④ 反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係を持たず、反社会的勢力から

の不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。

（運用状況）

　経営意思決定における法的適合性は、必要に応じ外部専門家と相談しつつ担

保した。法令、定款、取締役会規則等に基づく職務権限規程が定められており、

それに従って運用された。

　コンプライアンス行動指針が制定され、企業倫理ホットライン・外部弁護士

事務所通報システムが運用されている。またコンプライアンス委員会等を開催

し、運営をモニタリングしており、必要に応じて外部専門家と相談を行った。

コンプライアンス委員会は、チーフ・コンプライアンス・オフィサーが経営執

行者として統括し、重要事項は経営会議にて審議された。さらに全社員を対象

としたコンプライアンス研修を実施した。

　また反社会的勢力とは一切の関係を持たないレビュープロセスを実行した。

(5) 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 当社は、子会社・関連会社に関しては、当社子会社・関連会社ごとに当社内

に管理担当部を定め、定量情報及び定性情報の把握、役職員派遣、議決権行

使を通じて業務の適正を確保する。

② 当社は、当社子会社の取締役及び使用人に対し、当社子会社の業務執行に係

る重要事項に関して、報告又は当社の承認を得ることを求め、また、当社子

会社について、当社による内部監査を実施する。

③ 当社は、当社子会社の事業の特性に応じて社内規程を整備し、当社が整備す

る公益通報制度への参加を求める。
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④ 当社は、当社子会社の業務に伴うリスクについては、当社子会社が提供する

サービスに係る品質リスク、情報管理リスク、コンプライアンスリスク、リ

ーガルリスク、信用リスク、事業継続リスクに分類し、リスクごとに主管部

署を定め、当該主管部署においてリスク管理のための方針・体制・手続を定

める。新たに発生した種類のリスクについては、速やかに主管部署を定めた

上、当該主管部署において対応する。

（運用状況）

　関係会社管理規程に基づき、株主総会での議決権行使、役員の派遣などによ

り、モニタリングを行いグループのガバナンスを確保した。

(6) 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合

における当該使用人に関する事項

　当社は、監査等委員会から、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置

することを要請された場合には、速やかに適切な使用人を配置するものとする。

（運用状況）

　監査等委員会補助者を１名配置している。

(7) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び指

示の実効性に関する事項

　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の指揮命令は監査等委員会のみが行

うとともに、その人事異動及び人事評価については、監査等委員会の意見を聴

取の上決定する。

（運用状況）

　監査等委員会補助者の評価は監査等委員会の意見を加味して決定した。

(8) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人等が監査等委員会に報告をするため

の体制その他の監査等委員会への報告に関する事項

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会の出席する当

社取締役会及び経営会議その他重要な会議において、自らの担当する職務の

執行の状況を報告する。

② 当社の取締役及び使用人、並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人

は、法令、定款又はコンプライアンス組織・運営規程もしくはコンプライア

ンス行動指針に違反する行為等、当社及び当社子会社の業務又は財務に重大

な影響を及ぼすおそれのある事項、その他著しい損害を及ぼすおそれのある

事項を発見した場合、又は子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの

者から報告を受けた場合、遅滞なく当社の監査等委員会に報告を行う。
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③ 前号により報告すべき者が、監査等委員会への報告を行ったことを理由とし

て、不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制を整備する。

（運用状況）

　監査等委員は、取締役会のほか、経営会議、内部監査定例会、コンプライア

ンス委員会等の重要な会議に出席するとともに、必要に応じて、取締役及び使

用人等と面談あるいは意見交換等を実施した。

(9) 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務に関する事項

　当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用又は債務は、監査等委員

からの請求に基づき、当社において速やかに処理する。

（運用状況）

　監査等委員からの請求に基づき、適切に精算を行った。

(10) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するため

の体制

① 当社の監査等委員会は、会社が対処すべき課題、監査等委員会監査の環境整

備の状況、監査上の重要課題等について、社内関係部署・会計監査人・子会

社などと意見を交換する。

② 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会が当社及び当社子

会社の事業の報告を求めた場合又は当社及び当社子会社の業務及び財務の

状況を調査する場合は、これに協力する。

（運用状況）

　監査等委員会は、監査等委員会のほか、監査等委員情報共有会、内部監査定

例会、会計監査人との協議会を通じて、社内関係部署、内部監査人、会計監査

人等との連携及び必要な情報共有等を行い、財務報告の信頼性を含む監査の実

効性を高めた。

6.　剰余金の配当等の決定に関する方針

　当社は、利益配分につきましては、財務体質の強化及び将来の事業展開に備え

るために必要な内部留保とのバランスを保ちつつ、安定した配当を継続して実施

していくことを基本方針としております。

◎　本報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

1.　連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

　全ての子会社を連結しております。

① 連結子会社の数　　　　　　　１社

② 連結子会社の名称　　　　　　㈱SXA

 前連結会計年度末において連結子会社であったSIGMAXYZ SINGAPORE PTE. 

LTD.は、平成28年12月に清算結了したため、連結の範囲から除外しておりま

す。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法適用の関連会社の数　　２社

② 持分法適用の関連会社の名称　㈱AnalySys.

 　　　　　　　　　　　　　　　㈱ローソンデジタルイノベーション

　平成29年３月28日付で株式会社Plan Do See Systemは株式会社AnalySys.

に商号変更いたしました。

③ 持分法適用の範囲の変更

　前連結会計年度末において、当社の持分法適用関連会社であったグローバ

ルセキュリティエキスパート株式会社は、平成29年２月に全株式を譲渡した

ため、持分法適用の範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　連結子会社の事業年度は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する注記

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

・満期保有目的の有価証券　　　　償却原価法（定額法）

・その他有価証券

　市場価格のあるもの　　　　　　当連結会計年度末の市場価格等に基づく

　　　　　　　　　　　　　　　　時価法（評価差額は全部純資産直入法に

　　　　　　　　　　　　　　　　より処理し、売却原価は移動平均法によ

　　　　　　　　　　　　　　　　り算定）

　市場価格のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

－ 11 －
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② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

・有形固定資産（リース資産除く）　　　 定率法

ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定

額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

主な耐用年数

建物　　　　　　　　　　　　　　15年～18年

工具器具備品　　　　　　　　　　２年～15年

・無形固定資産（リース資産除く）

主な耐用年数

自社利用のソフトウエア

　定額法　５年

販売用のソフトウエア

　見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間（３年以内）に基づく均

等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

③ 重要な引当金の計上基準

・株式給付引当金

　株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるため、当

連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

・役員株式給付引当金

　取締役向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当連結

会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

・消費税等の処理方法

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

・外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円換算し、換

算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負

債は、連結決算日の直物為替相場により円換算し、収益及び費用は期中平

均為替相場により円換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整

勘定に含めております。

・のれんの償却方法及び期間

　のれんの償却は、５年で均等償却しております。

・連結納税制度の適用

　当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。

－ 13 －

連結注記表



2017/05/31 15:12:15 / 16267086_株式会社シグマクシス_招集通知

2.　会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの

適用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更

に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当

連結会計年度に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備に係

る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

　これによる連結計算書類に与える影響はありません。

（追加情報）

・ソフトウエア評価損

　当連結会計年度において、販売用のソフトウエアについて当初の見込販売数

量を見直したことに伴い、ソフトウエア評価損（119,000千円）を計上しており

ます。

・従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

　当社は、平成27年５月８日付取締役会決議に基づき、株式給付信託（J-

ESOP）制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、予め

当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員に対し

て当社株式を給付することにより、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性

をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績

向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的としております。当社従業員

に対して給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め

て取得し、信託財産として分別管理しております。

　当該信託に関する会計処理については、経済的実態を重視する観点から、当

社と信託口は一体であるとする会計処理を採用しており、信託口が所有する当

社株式を含む資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の連結貸借対

照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書に含めて計上しておりま

す。従いまして、信託口が所有する当社株式は、連結貸借対照表の純資産の部

において自己株式として表示しております。なお、信託口が所有する当社株式

の帳簿価額は当連結会計年度196,559千円、また、株式数は当連結会計年度

393,600株であります。
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・取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入

　当社は、平成28年6月28日付株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度

（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、当社が金員を拠

出することにより設定する信託が当社株式を取得し、業績達成度等に応じて当

社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じ

て各取締役に対して交付される業績連動型の株式報酬制度です。本制度は経営

人財確保のための報酬体系を整備するものであります。また、当社の中長期的

な業績の向上と企業価値増大を目的に、取締役に対する既存の金銭報酬の一部

も株式報酬に変更し、新たな業績連動型株式報酬として導入しております。

　当該信託に関する会計処理については、経済的実態を重視する観点から、当

社と信託口は一体であるとする会計処理を採用しており、信託口が所有する当

社株式を含む資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の連結貸借対

照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書及び連結株主資本等変動計算書に

含めて計上しております。従いまして、信託口が所有する当社株式は、連結貸

借対照表の純資産の部において自己株式として表示しております。なお、信託

口が所有する当社株式の帳簿価額は、当連結会計年度299,854千円、また、株式

数は、当連結会計年度470,500株であります。

・繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

26号　平成28年３月28日）を当連結会計年度から適用しております。

3.　連結貸借対照表に関する注記

　有形固定資産の減価償却累計額　　 302,188千円
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4.　連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　　　20,267,200株

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

　平成28年５月６日付取締役会決議

1) 配当金の総額　　　　　　242,611千円

2) 配当の原資　　　　　　　 利益剰余金

3) １株当たり配当額　　　　　　　 12円

4) 基準日　　　　　　 平成28年３月31日

5) 効力発生日　　　　 平成28年６月13日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計

年度になるもの

　平成29年５月８日付取締役会決議にて、次のとおり決定する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

1) 配当金の総額　　　　　　243,206千円

2) 配当の原資　　　　　　　 利益剰余金

3) １株当たり配当額　　　　　　　 12円

4) 基準日　　　　　　 平成29年３月31日

5) 効力発生日　　　　 平成29年６月12日

（注）配当金の総額には、株式給付信託（J-ESOP）制度において、信託口が

保有する株式に対する配当金4,723千円及び業績連動型株式報酬制度におい

て、信託口が所有する株式に対する配当金5,646千円が含まれています。

(3) 当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる当

社の株式の種類及び数

　普通株式　　　　　　　　　　　 361,600株

5.　金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、必要な資金については自己資金にて対応しております。余資

については、安全性の高い金融資産にて運用しております。売掛金に係る顧客の

信用リスクは、信用管理規程に沿ってリスク低減を図っております。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成29年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価

及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握するこ

とが極めて困難と認められるものは含まれておりません。
（単位：千円）

連結貸借対照表
計上額（※）

時　価（※） 差　額

(1) 現金及び預金 1,329,845 1,329,845 －

(2) 売掛金 1,338,684 1,338,684 －

(3) 有価証券 700,000 700,000 －

(4) 投資有価証券 398,511 398,147 △363

(5) 買掛金 (408,905) (408,905) －

(6) 未払金 (487,759) (487,759) －

（※）負債で計上されているものについては、（　）で示しております。

（注１） 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金、(3) 有価証券、(5) 買掛金、(6) 未払金

　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によ

っております。

（4）投資有価証券

　債券及び投資信託は、取引金融機関等から提示された価格又は公表されている基準価額によっ

ております。

（注２） 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

　非上場株式（連結貸借対照表計上額399,694千円）については、市場価格がなく、時価を把握

することが極めて困難と認められることから、時価開示の対象としておりません。

6.　１株当たり情報に関する注記

　１株当たり純資産額　　　　　　　　 197円41銭

　１株当たり当期純利益　　　　　　　　26円82銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当た

り当期純利益金額の算定上の基礎となる期中平均株式数については、株式給付信

託（J-ESOP）制度において、信託口が保有する株式393,600株及び業績連動型株式

報酬制度において、信託口が所有する株式470,500株（期中平均579,712株）を控

除対象の自己株式に含めて算定しております。

7.　重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

－ 17 －
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個別注記表

1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の有価証券　　　　償却原価法（定額法）

子会社株式及び関連会社株式　　移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のあるもの　　　　　　当事業年度末の市場価格等に基づく時価

　　　　　　　　　　　　　　　法（評価差額は全部純資産直入法により

　　　　　　　　　　　　　　　処理し、売却原価は移動平均法により算

　　　　　　　　　　　　　　　定）

市場価格のないもの　　　　　　移動平均法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産除く）　　　　　　　　定率法

ただし、平成28年４月１日以降に取得した建物附属設備については、定額

法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15年～18年

工具器具備品　　　　　　　　　　　　　　　２年～15年

② 無形固定資産（リース資産除く）

主な耐用年数

自社利用のソフトウエア　　　　　　　定額法　 ５年

販売用のソフトウエア

　見込販売数量に基づく償却額と残存有効期間(３年以内)に基づく均等配

分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

－ 18 －
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(3)引当金の計上基準

・株式給付引当金

　株式給付規程に基づく当社従業員への当社株式の給付に備えるため、当

事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

・役員株式給付引当金

　取締役向け株式交付規程に基づく当社株式の給付に備えるため、当事業

年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 消費税等の処理方法

　消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2.会計方針の変更に関する注記

（平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱いの適

用）

　法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関

する実務上の取扱い」（実務対応報告第32号　平成28年６月17日）を当事業年度

に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附属設備に係る減価償却方法を

定率法から定額法に変更しております。

　これによる計算書類に与える影響はありません。

（追加情報）

・ソフトウエア評価損

　当事業年度において、販売用のソフトウエアについて当初の見込販売数量を

見直したことに伴い、ソフトウエア評価損（119,000千円）を計上しておりま

す。

・従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引

　当社は、平成27年５月８日付取締役会決議に基づき、株式給付信託（J-

ESOP）制度（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、予め

当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員に対し

て当社株式を給付することにより、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性

をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績

向上への従業員の意欲や士気を高めることを目的としております。当社従業員

に対して給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め

て取得し、信託財産として分別管理しております。

－ 19 －
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　当該信託に関する会計処理については、経済的実態を重視する観点から、当

社と信託口は一体であるとする会計処理を採用しており、信託口が所有する当

社株式を含む資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の貸借対照表、

損益計算書及び株主資本等変動計算書に含めて計上しております。従いまして、

信託口が所有する当社株式は、貸借対照表の純資産の部において自己株式とし

て表示しております。なお、信託口が所有する当社株式の帳簿価額は当事業年

度末196,559千円、また、株式数は当事業年度末393,600株であります。

・取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入

　当社は、平成28年6月28日付株主総会決議に基づき、業績連動型株式報酬制度

（以下「本制度」という。）を導入しております。本制度は、当社が金員を拠

出することにより設定する信託が当社株式を取得し、業績達成度等に応じて当

社が各取締役に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じ

て各取締役に対して交付される業績連動型の株式報酬制度です。本制度は経営

人財確保のための報酬体系を整備するものであります。また、当社の中長期的

な業績の向上と企業価値増大を目的に、取締役に対する既存の金銭報酬の一部

も株式報酬に変更し、新たな業績連動型株式報酬として導入しております。

　当該信託に関する会計処理については、経済的実態を重視する観点から、当

社と信託口は一体であるとする会計処理を採用しており、信託口が所有する当

社株式を含む資産及び負債並びに費用及び収益については、当社の貸借対照表、

損益計算書及び株主資本等変動計算書に含めて計上しております。従いまして、

信託口が所有する当社株式は、貸借対照表の純資産の部において自己株式とし

て表示しております。なお、信託口が所有する当社株式の帳簿価額は、当事業

年度末299,854千円、また、株式数は、当事業年度末470,500株であります。

・繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用

　「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第

26号　平成28年３月28日）を当事業年度から適用しております。

3.　貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　295,582千円

(2) 関係会社に対する金銭債権債務

　① 短期金銭債権　　　　　　　　　　　　　108,052千円

　② 短期金銭債務　　　　　　　　　　　　　 30,378千円

－ 20 －

個別注記表



2017/05/31 15:12:15 / 16267086_株式会社シグマクシス_招集通知

4.　損益計算書に関する注記

　関係会社との取引高

　営業取引による取引高

営業収益　　　　　　　　 1,390,998千円

営業費用　　　　　　　　　 323,851千円

　営業取引以外による取引高　　　　　　　　33,360千円

5.　株主資本等変動計算書に関する注記

　・当事業年度の末日における自己株式の種類　　　普通株式

　・当事業年度の末日における自己株式の数　　　　864,100株

（注）株式給付信託（J-ESOP）制度及び業績連動型株式報酬制度において、信託

口が保有する株式を自己株式として表示しております。

6.　税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

繰越欠損金

株式給付引当金

役員株式給付引当金

ソフトウエア評価損

75,217千円

39,280千円

30,815千円

36,725千円

その他 53,626千円

繰延税金資産小計 235,665千円

評価性引当額 △71,235千円

繰延税金資産合計 164,429千円
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(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産の金額の修正

「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費

税法の一部を改正する等の法律等の一部を改正する法律」（平成28年法律第85

号）及び「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うため

の地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律等の一部を改正する法律」

（平成28年法律第86号）が平成28年11月18日に国会で成立し、消費税率の10％

への引上げ時期が平成29年４月１日から平成31年10月１日に延期されました。

これに伴い、地方法人特別税の廃止及びそれに伴う法人事業税の復元、地方

法人税の税率改正、法人住民税法人税割の税率改正の実施時期も平成29年４月

１日以後に開始する事業年度から平成31年10月１日以後に開始する事業年度

に延期されました。

繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率に変更はあ

りませんが、国税と地方税の間で税率の組替えが発生する結果、計算書類に与

える影響は軽微であります。

7.　関連当事者との取引に関する注記

(1) その他の関係会社及び法人主要株主等
(単位：千円)

種類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)

割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

その他の
関係会社

三菱商事
株式会社

被所有
直接 33.2

役務の提供
コンサルティ
ングの提供
(注)

809,114 売掛金 88,165

1)　記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

2)　取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)　価格その他の取引条件は、提供するコンサルティングの内容を勘案して、交渉の上決定してお

ります。

－ 22 －
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(2) 子会社及び関連会社等
(単位：千円)

種類 会社等の名称
議決権等の
所有(被所有)

割合(%)

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額 科目 期末残高

子会社 株式会社SXA
所有
直接 100.0

役務の提供
役員の兼務

バックオフィ
ス業務の受託
等(注)

33,360 未収入金 2,335

1)　記載金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれてお

ります。

2)　取引条件及び取引条件の決定方針等

(注)　価格その他の取引条件は、受託するバックオフィス業務等の内容を勘案して、交渉の上決定し

ております。

8.　１株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　　194円43銭

１株当たり当期純利益　　　　　　　　　　 27円30銭

（注）１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数及び１株当

たり当期純利益金額の算定上の基礎となる期中平均株式数については、株式給

付信託（J-ESOP）制度において、信託口が保有する株式393,600株及び業績連動

型株式報酬制度において、信託口が所有する株式470,500株（期中平均579,712

株）を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

9.　重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。
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